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(57)【要約】
【課題】超音波画像の不明瞭さに起因する不安の軽減を
図ることが可能な超音波診断装置を提供する。
【解決手段】実施形態の超音波診断装置は、妊婦の体内
に超音波を送信して得られる反射波を受信して胎児画像
を生成する。この超音波診断装置は合成処理部を有する
。合成処理部は、胎児画像において身体部位が不明瞭に
描出されている不明瞭領域に、記憶部にあらかじめ記憶
された記憶画像を合成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　妊婦の体内に超音波を送信して得られる反射波を受信して胎児画像を生成する超音波診
断装置であって、
　生成された胎児画像において身体部位が不明瞭に描出されている不明瞭領域に、記憶部
にあらかじめ記憶された記憶画像を合成する合成処理部を有する超音波診断装置。
【請求項２】
　前記胎児画像に基づいて前記不明瞭領域を特定する特定部を有することを特徴とする請
求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記記憶部は、当該胎児に対して実施されたサイズ計測の結果をあらかじめ記憶し、
　前記合成処理部は、
　記憶された前記サイズ計測の結果に基づいて前記胎児画像と前記記憶画像との間におけ
る画像寸法の調整を行う画像寸法調整部を有し、
　画像寸法の調整がなされた前記胎児画像と前記記憶画像とを合成する
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記合成処理部は、
　前記胎児画像の形態の変化に基づいて、前記胎児画像と前記記憶画像との位置関係を調
整する位置関係調整部を有し、
　位置関係の調整がなされた前記胎児画像と前記記憶画像とを合成する
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記胎児画像は、一の身体部位を描出した画像領域を含み、
　前記記憶部は、前記記憶画像として、当該胎児の他の身体部位を描出した身体部位画像
を記憶し、
　前記合成処理部は、前記一の身体部位と前記他の身体部位との位置関係に基づいて、前
記胎児画像と前記身体部位画像とを合成する
　ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　生成された胎児画像において所定の身体部位を描出した画像領域を抽出する抽出部と、
　抽出された画像領域を前記身体部位画像として前記記憶部に記憶させる記憶制御部と
　を有することを特徴とする請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記記憶部は、前記記憶画像として、衣類を表す衣類画像を記憶し、
　衣類の販売サービスを提供するコンピュータとネットワークを介して通信可能な通信部
と、
　衣類の購入要求を受け付ける受付部と、
　受け付けられた購入要求を前記ネットワークを介して前記コンピュータに送信するよう
に前記通信部を制御する通信制御部と
　を有する
　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記記憶部は、前記記憶画像として、衣類を表す衣類画像を記憶し、
　衣類の購入要求を受け付ける受付部と、
　受け付けられた購入要求に基づいて当該衣服に対応する符号情報を提供する提供部と
　を有する
　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明の実施形態は超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波プローブを用いて被検体内に超音波を送信してその反射波を
受信することにより、被検体の生体情報を取得するものである。産科分野では、超音波診
断装置を用いて胎児を撮像して得られた画像を表示して妊婦や親族に発育状態を説明した
り、画像が記録されたメディアを渡したりしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１８７９８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　超音波診断装置で胎児を撮像する場合、特に妊娠後期においては、胎児の表情や身体の
細部を描出することができるが、胎児のサイズが大きいことから全身を描出することはで
きない。また、超音波診断装置の特質上、超音波プローブに対向する部位を明瞭に描出す
ることはできるが、陰に隠れた部位については明瞭に描出できない。そのため、明瞭に描
出できない部位があたかも欠損のように見え、妊婦等に不安を与えるおそれがある。たと
えば、胎児の顔と後頭部とを同時に明瞭に描出することは難しく、表情が明瞭な画像では
頭部の縁が不明瞭となり、その部分に異常があると誤解を与えてしまう。
【０００５】
　実施形態に係る超音波診断装置は、このような不安の軽減を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の超音波診断装置は、妊婦の体内に超音波を送信して得られる反射波を受信し
て胎児画像を生成する。この超音波診断装置は合成処理部を有する。合成処理部は、胎児
画像において身体部位が不明瞭に描出されている不明瞭領域に、記憶部にあらかじめ記憶
された記憶画像を合成する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】実施形態に係る超音波診断装置の動作例を示すフローチャートである。
【図４Ａ】実施形態に係る超音波診断装置により生成される合成画像の説明図である。
【図４Ｂ】実施形態に係る超音波診断装置により生成される合成画像の説明図である。
【図５】実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。
【図６】実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。
【図７】実施形態に係る超音波診断装置の動作例を示すフローチャートである。
【図８】実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。
【図９】実施形態に係る超音波診断装置の動作例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　実施形態に係る超音波診断装置について、図面を参照しながら詳細に説明する。以下に
説明する超音波診断装置は、産科分野において胎児を撮像するために使用される。また、
超音波診断装置は、胎児の発育状態を計測する機能を有していてもよい。以下の説明にお
いて、画像データとそれに基づく画像とを同一視することがある。また、以下に説明する
実施形態を任意に組み合わせることが可能である。
【０００９】
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〈第１の実施形態〉
［構成］
　図１及び図２を参照して、この実施形態に係る超音波診断装置の構成を説明する。この
実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プローブ１と、送信部２と、受信部３と、信号
処理部４と、画像生成部５と、表示制御部６と、表示部７と、制御部８と、操作部９と、
記憶部１０と、情報処理部１１とを有する。
【００１０】
（超音波プローブ１）
　超音波プローブ１には、複数の超音波振動子が走査方向に１列に配置された１次元アレ
イプローブ、又は、複数の超音波振動子が２次元的に配置された２次元アレイプローブが
用いられる。また、走査方向に１列に配置された複数の超音波振動子を、走査方向に直交
する揺動方向に揺動させる機械式１次元アレイプローブを用いてもよい。超音波プローブ
１は被検体に超音波を送信し、被検体からの反射波をエコー信号として受信する。
【００１１】
（送信部２）
　送信部２は、超音波プローブ１に電気信号を供給して所定の焦点にビームフォームした
（つまり送信ビームフォームした）超音波を送信させる。
【００１２】
（受信部３）
　受信部３は、超音波プローブ１が受信したエコー信号を受信する。受信部３は超音波プ
ローブ１が受信したエコー信号を受信し、そのエコー信号に対して遅延処理を行うことに
より、アナログのエコー信号を整相された（つまり受信ビームフォームされた）デジタル
のデータに変換する。
【００１３】
　受信部３は、たとえば図示しないプリアンプ回路と、Ａ／Ｄ変換器と、受信遅延回路と
、加算器とを有する。プリアンプ回路は、超音波プローブ１の各超音波振動子から出力さ
れるエコー信号を受信チャンネルごとに増幅する。Ａ／Ｄ変換器は、増幅されたエコー信
号をデジタル信号に変換する。受信遅延回路は、デジタル信号に変換されたエコー信号に
、受信指向性を決定するために必要な遅延時間を与える。加算器は、遅延時間が与えられ
たエコー信号を加算する。その加算によって、受信指向性に応じた方向からの反射成分が
強調される。受信部３から出力される受信信号は、信号処理部４に出力される。
【００１４】
（信号処理部４）
　信号処理部４はＢモード処理部を有する。Ｂモード処理部は受信信号を受信部３から受
けて、受信信号の振幅情報の映像化を行う。具体的には、Ｂモード処理部は、受信信号に
対してバンドパスフィルタ処理を行い、その後、出力信号の包絡線を検波し、検波された
データに対して対数変換による圧縮処理を施す。
【００１５】
　信号処理部４はＣＦＭ（Ｃｏｌｏｒ　Ｆｌｏｗ　Ｍａｐｐｉｎｇ）処理部を有していて
もよい。ＣＦＭ処理部は血流情報の映像化を行う。血流情報には、速度、分布、又はパワ
ーなどの情報があり、血流情報は２値化情報として得られる。
【００１６】
　信号処理部４はドプラ処理部を有していてもよい。ドプラ処理部は受信信号を位相検波
することによりドプラ偏移周波数成分を取り出し、ＦＦＴ処理を施すことにより血流速度
を表すドプラ周波数分布を生成する。
【００１７】
　信号処理部４は、信号処理が施された受信信号（超音波ラスタデータ）を画像生成部５
に出力する。
【００１８】
（画像生成部５）
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　画像生成部５は、信号処理部４から出力された信号処理後の受信信号（超音波ラスタデ
ータ）に基づいて超音波画像データを生成する。画像生成部５は、たとえばＤＳＣ（Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ：デジタルスキャンコンバータ）を有する。
画像生成部５は、走査線の信号列で表される信号処理後の受信信号を、直交座標系で表さ
れる画像データに変換する（スキャンコンバージョン処理）。たとえば、画像生成部５は
、Ｂモード処理部によって信号処理が施された受信信号にスキャンコンバージョン処理を
施すことにより、被検体の組織の形態を表すＢモード画像データを生成する。画像生成部
５は、超音波画像データを表示制御部６に出力する。
【００１９】
（表示制御部６）
　表示制御部６は、超音波画像データを画像生成部５から受けて、超音波画像データに基
づく超音波画像を表示部７に表示させる。
【００２０】
（表示部７）
　表示部７は、ＣＲＴや液晶ディスプレイなどの表示装置で構成されている。表示部７は
、超音波画像等の各種画像や、その他各種情報を表示する。なお、この実施形態の表示部
７は超音波診断装置の一部を構成しているが、超音波診断装置に接続可能な表示装置を表
示部として用いることも可能である。
【００２１】
（制御部８）
　制御部８は、超音波診断装置の各部の動作を制御する。たとえば、制御部８は、送信部
２及び受信部３による超音波の送受信を制御する。また、制御部８は、表示部７に各種情
報を表示させる。制御部８の動作内容については後述する。
【００２２】
（操作部９）
　操作部９は、ユーザによる操作を受けて、その操作内容に応じた信号や情報を装置各部
に入力する。また、操作部９は、ネットワークやメディアを介して信号や情報の入力を受
ける機能を有していてもよい。操作部９は、超音波診断装置に接続可能な操作機器を含ん
でいてもよい。この操作機器の例として、超音波診断装置に接続可能なコンピュータのユ
ーザインターフェイス（キーボード、ポインティングデバイス等）がある。
【００２３】
（記憶部１０）
　記憶部１０は、各種の情報を記憶する。たとえば、記憶部１０には、画像生成部５によ
り生成された超音波画像データや、情報処理部１１による処理に関するデータなどが記憶
される。
【００２４】
　また、記憶部１０には、所定の種別の画像があらかじめ記憶されている。以下、この種
の画像を記憶画像と呼ぶことがある。記憶画像の例として、衣類画像や身体部位画像があ
る。
【００２５】
　衣類画像は衣類を表す画像である。この衣類は、特に子供（たとえば乳児）用の衣類で
ある。衣類の種別の例として、アウターウェア、インナーウェア、ドレスオール、カバー
オール、オーバーオール、帽子、マフラー、手袋、ミトン、スタイ、おむつ、おむつカバ
ー、トレーニングパンツ、靴下、靴などがある。衣類画像は、衣類を撮影して得られた画
像や、衣類を描いて得られた画像である。
【００２６】
　身体部位画像は、身体の一部（身体部位）を表す画像である。身体部位の例として、頭
、前頭部、後頭部、髪、顔、額、眼、耳、鼻、口、首、胴、胸、腹、腰、腕、上腕、肘、
前腕、手首、手指、掌、指、臀部、脚、腿、膝、脛、足首、踝、足、踵、甲、足底、足指
などがある。なお、身体部位画像は、（隣接する）２つ以上の身体部位を包含する領域を
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表す画像であってもよいし、一の身体部位の一部を表す画像であってもよい。身体部位画
像は、この超音波診断装置又は他の超音波診断装置により得られた超音波画像でもよいし
、他のモダリティにより得られた画像でもよい。また、身体部位を描いて得られた画像を
身体部位画像として用いてもよい。
【００２７】
　この実施形態の記憶部１０は超音波診断装置の一部を構成しているが、超音波診断装置
に接続可能な記憶装置を記憶部として用いることも可能である。このような記憶装置とし
ては、超音波診断装置の外付け記憶装置、超音波診断装置に接続されたコンピュータの記
憶装置、ネットワークを介して超音波診断装置がアクセス可能な記憶装置などがある。ネ
ットワークがＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ。医療機関内ＬＡＮ等。）
である場合、この記憶装置はＬＡＮ上のサーバやデータベースである。また、ネットワー
クがＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ。インターネット等。）である場合、
この記憶装置はＷＡＮ上のサーバ（ウェブサーバ等）やデータベースである。
【００２８】
（情報処理部１１）
　情報処理部１１は、各種の情報処理を実行する。特に、情報処理部１１は、胎児画像と
記憶画像との合成画像を生成する。情報処理部１１は、計測部１２と、画像変化特定部１
３と、合成処理部１４とを有する。計測部１２による計測結果、及び、画像変化特定部１
３による特定結果は、それぞれ合成処理部１４に入力される。
【００２９】
（計測部１２）
　計測部１２は、胎児の発育状態を得るためのサイズ計測に関する処理を行う。サイズ計
測には、頭部計測、腹部計測、長管骨計測などがある。頭部計測のパラメータとしては、
児頭大横径（ＢＰＤ：Ｂｉｐａｒｉｅｔａｌ　Ｄｉａｍｅｔｅｒ）、児頭前後径（ＦＯＤ
：Ｆｒｏｎｔ－Ｏｃｃｉｐｉｔａｌ　Ｄｉａｍｅｔｅｒ）、児頭周囲長（ＨＣ：Ｈｅａｄ
　Ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｃｅ）などが用いられる。腹部計測のパラメータとしては、躯
幹前後径（ＡＰＴＤ：Ａｎｔｅｒｉｏｒ－Ｐｏｓｔｅｒｉｏｒ　Ｔｒｕｎｋ　Ｄｉａｍｅ
ｔｅｒ）、躯幹周囲長（ＡＣ：Ａｂｄｏｍｉｎａｌ　Ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｃｅ）、躯
幹横径（ＴＴＤ：Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｔｒｕｎｋ　Ｄｉａｍｅｔｅｒ）、躯幹断面積
（ＦＴＡ：Ｆｅｔａｌ　Ｔｒｕｎｋ　Ｃｒｏｓｓ　Ｓｅｃｔｉｏｎ　Ａｒｅａ）などが用
いられる。長管骨計測のパラメータとしては、大腿骨長（ＦＬ：Ｆｅｍｕｒ　Ｌｅｎｇｔ
ｈ）、上腕骨長（ＨＬ：Ｈｕｍｅｒｕｓ　Ｌｅｎｇｔｈ）、脊椎長（ＳＬ：Ｓｐｉｎｅ　
Ｌｅｎｇｔｈ）などがある。
【００３０】
　計測部１２が実行する処理は、超音波画像中の胎児影（胎児画像）に基づいて胎児のサ
イズに関する各種のパラメータを求めるものであり、たとえば上記文献に記載のように公
知の処理である。計測部１２により取得されたパラメータの値は、制御部８によって記憶
部１０に記憶される。
【００３１】
　なお、他の超音波診断装置や他のモダリティにより取得された同様の計測パラメータを
、あらかじめ記憶部１１に記憶させておくこともできる。また、実際の計測値に代えて、
妊娠期間（在胎週数）と上記パラメータの標準値とが対応付けられた標準サイズ情報を、
あらかじめ記憶部１１に記憶させておくことも可能である。その場合、当該胎児の妊娠期
間（在胎週数）に対応する標準値が用いられることになる。
【００３２】
　制御部８は、計測部１２により取得された胎児のサイズ計測の結果を記憶部１０に記憶
させる。
【００３３】
（画像変化特定部１３）
　画像変化特定部１３は、胎児画像（胎児影）の形態の変化を特定する。胎児画像の形態
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変化には、時間的な形態変化と空間的な形態変化とがある。
【００３４】
　時間的な形態変化は、たとえば胎児画像が時系列に沿って得られた複数の画像（時系列
画像）によって構成されている場合に考慮される。時系列画像の例として、所定の時間間
隔（フレームレート）で時系列に並べられた複数の画像からなる動画像がある。このよう
な時系列画像に対して画像変化特定部１３が実行する処理の例を説明する。時系列画像は
、時系列に沿って得られた複数の静止画像（フレーム）によって構成される。画像変化特
定部１３は、各フレームを解析することにより、当該フレームにおいて胎児が描出されて
いる画像領域（胎児領域）を特定する。なお、各フレームには、胎児以外にも、母胎など
が描出されている。この解析処理には、たとえば胎児の輪郭を特定する画像処理が含まれ
る。この画像処理としては、閾値処理、２値化処理、エッジ検出処理などの公知技術を用
いることが可能である。画像変化特定部１３は、複数のフレームから特定された胎児領域
に基づいて、これら胎児領域の時系列に沿った形態変化を求める。この形態変化は、たと
えば、時系列に沿った身体部位の描出位置・描出方向・描出サイズ等のパラメータの変化
として表される。これらパラメータの変化は、フレームに対してあらかじめ定義された座
標系を用いて表現することが可能である。
【００３５】
　他方、空間的な形態変化を特定する処理は、時系列画像だけでなく、任意の胎児画像に
対して適用可能である。たとえば、一枚の胎児画像（たとえば３次元画像）の表示サイズ
や表示方向を任意に変化させながら当該胎児画像を観察することがある。この場合におい
て、画像変化特定部１３は、胎児画像の表示サイズや表示方向が変化されたことを受けて
、この変化に対応する変化量を特定する。この変化量は、たとえば、変化の前後における
胎児の身体部位の描出位置・描出方向・描出サイズ等のパラメータの差として表される。
これらパラメータの変化は、胎児画像に対してあらかじめ定義された座標系を用いて表現
することが可能である。なお、パラメータが連続的に変化される場合、画像変化特定部１
３は、所定の間隔（時間的間隔又は空間的間隔）で上記パラメータの差を反復的に求める
ことができる。
【００３６】
（合成処理部１４）
　合成処理部１４は、胎児画像と記憶画像とを合成する処理を行う。この合成処理では、
胎児画像において身体部位が不明瞭に描出されている不明瞭領域に記憶画像を合成する。
【００３７】
　不明瞭領域は、たとえば、身体部位の輪郭が不明瞭であるなどして画像がボケている画
像領域である。具体例として、胎児の顔を前方又は斜方から描出した胎児画像では、後頭
部やその近傍に相当する部位が不明瞭に描出されるため、これら部位に相当する画像領域
が不明瞭領域に該当することとなる。また、たとえば妊娠後期に取得された胎児画像のよ
うに、胎児の全身が描出されていない胎児画像、つまり胎児の一部のみ描出されている胎
児画像について、これに描出されていない身体部位（たとえば描出されている身体部位に
隣接する身体部位）は当然であるがこの胎児画像自体からは把握できない。よって、この
ような身体部位に相当する画像はこの胎児画像上不明瞭であると言え、不明瞭領域に該当
することとなる。なお、後述のようにユーザが胎児画像中の領域を指定する場合には、ユ
ーザが不明瞭と主観的に判断した部位が不明瞭領域となる。この場合において、ユーザが
指定した画像領域全体を不明瞭領域とすることもできるし、この画像領域の一部のみを不
明瞭領域とすることもできる。
【００３８】
　合成処理部１４は、不明瞭領域特定部１４１、画像寸法調整部１４２、位置関係調整部
１４３、合成画像生成部１４４を有する。
【００３９】
（不明瞭領域特定部１４１）
　不明瞭領域特定部１４１は、胎児画像に基づいて不明瞭領域を特定する。この処理は、
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ユーザによる不明瞭領域の指定操作を受けて行われるか、或いは、この指定操作を受ける
ことなく行われる。
【００４０】
　ユーザの指定操作を受ける場合について説明する。ユーザは、表示部７に表示された胎
児画像を観察して不明瞭に描出されている領域を任意に指定する。この指定操作は、操作
部９（たとえばポインティングデバイス）を用いて行われる。ユーザによる指定内容は、
制御部８を介して不明瞭領域特定部１４１に送られる。不明瞭領域特定部１４１は、この
指定内容に相当する画像領域を当該胎児画像の不明瞭領域として特定する。ここで、ユー
ザが指定した画像領域全体を不明瞭領域としてもよいし、この画像領域に対して以下の解
析処理を実行することによって当該画像領域の一部を不明瞭領域としてもよい。
【００４１】
　ユーザの指定操作を受けない場合について説明する。この場合、不明瞭領域特定部１４
１は、胎児画像を解析することにより不明瞭領域を特定する。この解析処理には、たとえ
ば胎児画像（胎児影）の輪郭を特定する画像処理が含まれる。この画像処理としては、閾
値処理、２値化処理、エッジ検出処理などの公知技術を用いることが可能である。なお、
同様の処理を画像変化特定部１３が既に実行した場合には、この処理の結果を画像変化特
定部１３から受けてこれを利用することができる。
【００４２】
　更に、不明瞭領域特定部１４１は、上記画像処理により特定された輪郭に基づいて不明
瞭領域を特定する。この処理の例として、不明瞭領域特定部１４１は、上記輪郭特定処理
において輪郭特定の確度が低い部分を抽出して不明瞭領域とすることができる。確度が低
い部分の例として、２値化処理において閾値に近い部分などがある。
【００４３】
　輪郭に基づく処理の他の例として、不明瞭領域特定部１４１は、特定された輪郭の形状
に基づいて不明瞭領域を特定することができる。この処理は、たとえば、パターンマッチ
ングや曲線近似などを行なって輪郭が不整な部位を特定し、この不整部位を不明瞭領域と
するものである。
【００４４】
　不明瞭領域を特定する処理は上記のものには限定されない。たとえば、胎児画像の輪郭
を考慮する代わりに、胎児画像の各位置におけるボケの程度を判定する公知の画像処理を
用いることで不明瞭領域を特定することも可能である。
【００４５】
（画像寸法調整部１４２）
　画像寸法調整部１４２には、計測部１２により取得された胎児のサイズ計測の結果が入
力される。なお、サイズ計測の結果は、制御部８により記憶部１０から読み出されて画像
寸法調整部１４２に送られる。画像寸法調整部１４２は、このサイズ計測の結果に基づい
て胎児画像と記憶画像との間における画像寸法の調整を行う。この画像寸法の調整度合い
は、たとえば、胎児画像の不明瞭領域が記憶画像によって覆われるように設定される。
【００４６】
　ここで画像寸法（ｉｍａｇｅ　ｓｉｚｅ）について説明する。胎児画像の寸法、つまり
画像フレーム内に描出される胎児影の大きさは、胎児のサイズに応じて変化する。たとえ
ば、胎児のサイズが大きくなれば胎児影も大きくなる。
【００４７】
　一方、記憶画像は、上記のように胎児画像に合成される画像であり、所定のデフォルト
寸法であらかじめ作成されている。記憶画像のデフォルト寸法は、任意に設定することが
できるが、たとえば所定の妊娠期間（在胎週数）における標準的な胎児のサイズに基づい
て設定することができる。その一例として、記憶画像が帽子を表す画像である場合、この
帽子画像のデフォルト寸法は、妊娠期間７ヶ月の胎児におけるＢＰＤ（又はＦＯＤ、ＨＣ
等）の標準値に基づいて設定される。
【００４８】
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　また、同じ種別の画像（たとえば帽子画像）について、異なるデフォルト寸法の画像を
複数用意しておくことも可能である。たとえば、妊娠期間６ヶ月、７ヶ月、８ヶ月、９ヶ
月の胎児におけるＢＰＤの標準値に対応するデフォルト寸法の帽子画像を別々に用意する
ことができる。この場合、妊娠期間等に対応する記憶画像が選択的に用いられる。
【００４９】
　また、記憶画像に対し、これが表す物体の実際の寸法を示す情報（実寸情報）を対応付
けておいてもよい。たとえば、帽子画像に対し、その帽子の実際の寸法を示す実寸情報を
対応付けて記憶部１０に記憶しておくことができる。また、記憶画像が身体部位画像であ
る場合には、この身体部位画像に基づいて過去に実施されたサイズ計測の結果を実寸情報
とすることができる。また、身体部位画像が得られたタイミング（妊娠期間等）における
標準的なサイズを実寸情報とすることも可能である。
【００５０】
　このように、記憶画像のデフォルト寸法があらかじめ決まっているのに対し、胎児影の
寸法は様々であるため、任意の胎児画像に記憶画像を合成するには双方の寸法を合わせる
必要がある。画像寸法調整部１４２は、この寸法合わせを行うものである。その一例とし
て、画像寸法調整部１４２は、胎児のサイズ計測の結果のスケール（胎児影の寸法に相当
する）と、記憶画像に対応付けられた実寸情報のスケールとを一致させるように、胎児画
像と記憶画像との間の画像寸法を調整する。この画像寸法の調整は、胎児画像と記憶画像
との間において相対的なものであればよい。つまり、この処理は胎児画像のスケールと記
憶画像のスケールとを一致させるものであればよく、画像寸法が変更される画像が胎児画
像であるのか記憶画像であるのか、或いは双方の画像であるのかは問題ではない。
【００５１】
（位置関係調整部１４３）
　位置関係調整部１４３には、画像変化特定部１３により取得された胎児画像の形態変化
を示す情報（画像形態変化情報）が入力される。位置関係調整部１４３は、この画像形態
変化情報に基づいて、胎児画像と記憶画像との位置関係を調整する。上記のように、胎児
画像の形態変化には、時間的な形態変化と空間的な形態変化（そしてこれらの組み合わせ
）がある。
【００５２】
　胎児画像の形態変化が時間的である場合における処理の例を説明する。なお、時系列画
像のうちの１つ（基準画像）に対する記憶画像の合成は既になされているものとする。基
準画像は、たとえば時系列における最初の画像である。画像形態変化情報は、基準画像（
中の胎児影）に対する他の画像（中の胎児影）の形態変化を表す。この形態変化のパラメ
ータは、基準画像に対する他の任意の画像の形態変化を表すものであってもよいし、直前
の画像に対する形態変化として順次に定義されたものであってもよい。位置関係調整部１
４３は、このような画像形態変化情報に基づいて、基準画像以外の各胎児画像に対して記
憶画像を合成する位置、向き、サイズ等を求める。それにより得られる情報を合成態様情
報と呼ぶ。
【００５３】
　次に、胎児画像の形態変化が空間的である場合について説明する。時間的形態変化の場
合と同様に、胎児画像の或る表示態様（表示サイズ、表示方向等）に対する記憶画像の合
成は既になされているものとする。この表示態様の胎児画像を基準画像とする。上記のよ
うに、胎児画像と記憶画像との合成画像の表示態様をユーザが変化させると、画像変化特
定部１３はこの変化に対応する変化量を特定し、この変化量を示す画像形態変化情報を位
置関係調整部１４３に送る。位置関係調整部１４３は、この画像形態変化情報と当該変化
の前の合成画像における記憶画像の合成態様（位置、向き、サイズ等）に基づき、当該変
化の後の胎児画像に対して記憶画像を合成する位置、向き、サイズ等を求める。それによ
り得られる情報を合成態様情報と呼ぶ。
【００５４】
　位置関係調整部１４３は、このようにして得られた合成態様情報を合成画像生成部１４
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４に送る。
【００５５】
（合成画像生成部１４４）
　合成画像生成部１４４は、胎児画像の不明瞭領域に記憶画像を合成する。この画像合成
処理は、必要に応じ、画像寸法調整部１４２により画像寸法が調整された胎児画像と記憶
画像に対して実行される。また、この画像調整処理は、位置関係調整部１４３から入力さ
れた合成態様情報が参照して実行される。
【００５６】
　胎児画像と記憶画像との合成画像を生成する処理について説明する。合成画像生成部１
４４には、不明瞭領域特定部１４１が胎児画像を解析して取得した不明瞭領域の特定結果
が入力される。この特定結果は、胎児画像における不明瞭領域の位置情報である。合成画
像生成部１４４は、この位置情報が示す胎児画像中の位置に記憶画像を合成する。
【００５７】
　合成画像生成部１４４による画像合成処理として、２つ（以上）の画像を１つの画像と
して呈示するための任意の手法を用いることができる。たとえば、第１の画像（胎児画像
）のレイヤー上に第２の画像（記憶画像）のレイヤーを重ねる手法を用いることが可能で
ある。このとき、第２の画像のレイヤーの不透明度は、第１の画像（胎児画像の不明瞭領
域）が視認できない値（たとえば１００％）に設定される。また、胎児画像のレイヤー上
に不明瞭領域を覆うマスクレイヤーを重畳させ、その更に上に記憶画像のレイヤーを重畳
させるようにしてもよい。
【００５８】
　画像合成処理の他の例として、２つ（以上）の画像から１つの画像を形成する手法があ
る。この手法として、記憶画像が合成される胎児画像中の画像領域を切り取って記憶画像
を埋め込む処理（つまり当該画像領域の画素値を記憶画像の画素値に置換する処理）があ
る。また、任意の画像合成処理により画像データとして合成して得られた合成画像データ
をキャプチャすることによって合成画像を生成することも可能である。
【００５９】
　画像寸法調整部１４２による画像寸法の調整結果に基づく画像合成処理は、画像寸法が
調整された胎児画像と記憶画像とを上記手法で合成することにより行われる。
【００６０】
　位置関係調整部１４３から入力された合成態様情報に基づく画像合成処理は、胎児画像
の基準画像と記憶画像との合成処理が既になされた後に行われる。合成画像生成部１４４
には、胎児画像の形態が変化される度に合成態様情報が入力される。合成態様情報は、胎
児画像に対して記憶画像を合成する位置、向き、サイズ等を示す情報である。合成画像生
成部１４４は、この合成態様情報が示す胎児画像中の位置に、この合成態様情報が示す向
き及びサイズで、記憶画像を合成する。
【００６１】
　胎児画像や記憶画像が３次元画像データ（ボリュームデータ等）である場合、合成画像
処理部１４４は、３次元画像データに基づく表示画像を形成するためのレンダリング処理
を行う。このレンダリング処理は、胎児画像、記憶画像、又は合成画像に対して施される
。たとえば、胎児画像と記憶画像の双方が３次元画像データである場合、胎児画像と記憶
画像をそれぞれレンダリングしてから画像合成処理を行なってもよいし、これらの合成画
像を生成してからレンダリング処理を行なってもよい。また、胎児画像が３次元画像デー
タであり、記憶画像が２次元画像データである場合、胎児画像に対してレンダリング処理
を行い、このレンダリング画像と記憶画像とを合成することができる。また、胎児画像が
２次元画像データであり、記憶画像が３次元画像データである場合、記憶画像に対してレ
ンダリング処理を行い、このレンダリング画像と胎児画像とを合成することができる。な
お、レンダリング処理における視点位置は、任意に設定される。たとえば、胎児画像の表
示方向に基づき決定される視点位置に基づいて記憶画像にレンダリング処理を施すことが
できる。
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【００６２】
（その他構成）
　実施形態の超音波診断装置は、外部メディアにデータを出力するためのインターフェイ
スを有する。この出力インターフェイスは、外部メディアの種別や通信形態に応じて設け
られる。たとえば外部メディアがＤＶＤ等の記録メディアである場合、この記録メディア
に情報を記録可能なドライブ装置が設けられる。また、外部メディアが通信機器内の記憶
装置である場合、この通信機器に対して情報を送信可能な通信インターフェイスが設けら
れる。この通信機器が携帯端末（携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等）である
場合、この携帯端末との間で近距離無線通信が可能な通信インターフェイス、有線通信が
可能な通信インターフェイス、公衆回線網（インターネット等）を用いた通信インターフ
ェイス等が設けられる。通信機器が実質的に固定配置されたコンピュータである場合につ
いても、公衆回線網を用いた通信インターフェイスが設けられる。
【００６３】
［動作］
　実施形態の超音波診断装置の動作について説明する。図３は、この超音波診断装置の動
作の一例を示す。なお、超音波画像を取得する処理は従来と同様であるから説明は省略す
る。記憶部１０には、既に取得された胎児画像が記憶されているものとする。
【００６４】
（Ｓ１：胎児画像を表示する）
　制御部８は、記憶部１０から胎児画像を読み出して表示部７に表示させる。
【００６５】
（Ｓ２：記憶画像を選択する）
　制御部８は、記憶画像を選択するための選択画面を表示部７に表示させる。この選択画
面は、たとえば複数の記憶画像を選択可能な態様で呈示するものである。その呈示態様と
しては、記憶画像のサムネイル、記憶画像の種別を列挙したプルダウンメニュー等がある
。なお、記憶画像が衣類画像である場合、他のコンピュータ（たとえば患者が所有する携
帯端末）に選択画面を表示させることも可能である。その場合、公衆回線網上のサーバが
選択画面を提供することができる。患者や医師は、操作部９又は上記コンピュータを操作
することにより、記憶画像を選択する。
【００６６】
　なお、超音波診断装置が記憶画像を選択するように構成することも可能である。その例
として、合成する記憶画像をあらかじめ決めておくことができる。また、記憶画像が身体
部位画像である場合には、当該胎児に対応する身体部位画像を制御部８が記憶部９から自
動で読み出すように構成することができる。
【００６７】
　また、合成処理部１４が不明瞭領域に相当する身体部位を特定し、特定された身体部位
を示す身体部位画像を制御部８が選択するように構成することも可能である。その場合、
各身体部位画像に対してそれが示す身体部位の識別情報をあらかじめ関連付けておく。更
に、不明瞭領域に相当する身体部位の特定は、胎児画像を解析して形状や特徴部位を抽出
する処理、パターンマッチング等の公知の画像処理技術を用いて行うことができる。また
、不明瞭領域に相当する身体部位の特定結果に基づいて、その身体部位に関連付けられた
身体部位画像を選択して上記選択画面に呈示させるように構成することも可能である。
【００６８】
（Ｓ３：画像寸法を調整する）
　当該胎児のサイズ計測（当該胎児画像又はこれと同時期に得られた胎児画像に基づくサ
イズ計測）が行われた場合、制御部８は、その計測結果を記憶部１０から読み出して画像
寸法調整部１４２に送る。画像寸法調整部１４２は、ステップ１で表示された胎児画像と
、ステップ２で選択された記憶画像との間の画像寸法を調整する。なお、上記サイズ計測
が未だ行われていない場合には、このステップに係る処理は行われない。
【００６９】
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（Ｓ４：不明瞭領域を特定する）
　不明瞭領域特定部１４１は、ステップ１で表示された胎児画像中の不明瞭領域を特定す
る。なお、ステップ３とステップ４を行う順序は任意であり、またこれらを並行して行う
こともできる。
【００７０】
（Ｓ５：合成画像を生成する）
　合成画像生成部１４４は、ステップ３で画像寸法が調整された胎児画像及び記憶画像に
ついて、当該胎児画像の不明瞭領域に当該記憶画像を合成する。
【００７１】
（Ｓ６：合成画像を表示する）
　制御部８は、ステップ５で生成された合成画像を表示部７に表示させる。
【００７２】
（Ｓ７：胎児画像の形態が変化したか？）
　胎児画像（胎児影）の形態が変化されると、画像変化特定部１３はこれを特定する。な
お、この動作例では胎児画像の形態を変化させる場合について説明するが、この処理が含
まれない場合もある。
【００７３】
（Ｓ８：胎児画像と記憶画像の位置関係を調整する）
　画像変化特定部１３が胎児画像の形態変化を特定すると、位置関係調整部１４３は、そ
の特定結果（画像形態変化情報）に基づいて胎児画像と記憶画像の位置関係を調整し、合
成態様情報を合成画像生成部１４４に送る。
【００７４】
（Ｓ９：新たな合成画像を生成する）
　合成画像生成部１４４は、ステップ８で取得された合成態様情報に基づいて、胎児画像
と記憶画像の新たな合成画像を生成する。
【００７５】
（Ｓ１０：処理終了か？）
　処理終了の指示がなされるまでステップ７～ステップ９が繰り返される。処理終了の指
示は、医師や患者が操作部９又は上記コンピュータを操作することによって入力される。
【００７６】
［合成画像の例］
（例１）
　上記のようにして生成される合成画像の例を説明する。第１の例として、記憶画像が帽
子画像である場合について説明する。図４Ａに示すように、胎児の顔及びその近傍を描出
した胎児画像ＧＦを考慮する。胎児の頭部、特に後頭部付近が不明瞭領域Ｒに相当する。
一方、記憶画像は帽子画像ＧＳであるとする。
【００７７】
　胎児画像ＧＦと帽子画像ＧＳの合成画像を図４Ｂに示す。なお、実際に表示される合成
画像においては、胎児画像ＧＦのうち帽子画像ＧＳの背後に位置する領域は見えないが、
説明のために当該領域も図４Ｂに示されている。帽子画像ＧＳは、不明瞭領域Ｒを覆うよ
うに合成される。それにより、表示される合成画像では、不明瞭領域Ｒ（及びその近傍領
域）を視認することはできない。つまり、合成画像は、帽子を着用した状態の胎児を示す
画像となる。
【００７８】
（例２）
　第２の例として、記憶画像が身体部位画像である場合について説明する。この場合、胎
児画像が示す身体部位に隣接する身体部位を示す身体部位画像が、選択的に使用される。
たとえば、図４Ａに示す胎児画像ＧＦは、胎児の顔、頭部、胸部等を描出している。これ
らに隣接する身体部位として、腕、手、腹部などがある。したがって、これら部位のいず
れかに相当する身体部位画像が胎児画像に合成されて合成画像が生成される。このとき、
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前述したように、胎児影が示す身体部位と身体部位画像が示す身体部位との位置関係に基
づいて、胎児画像と身体部位画像との位置関係が決定され、この位置関係に基づいて画像
合成処理が実行される。
【００７９】
［効果］
　実施形態に係る超音波診断装置の効果を説明する。
【００８０】
　この超音波診断装置は、妊婦の体内に超音波を送信して得られる反射波を受信して胎児
画像を生成するものであり、合成処理部１４を有する。合成処理部１４は、胎児画像の不
明瞭領域に、記憶部１０にあらかじめ記憶された記憶画像を合成する。なお、記憶部１０
は、超音波診断装置の内部又は外部に設けられる。
【００８１】
　このような超音波診断装置によれば、胎児画像において明瞭に描出されていない部位（
つまり、欠損に見えるおそれのある部位）に記憶画像を合成することができる。したがっ
て、妊婦等に与える不安の軽減を図ることが可能である。
【００８２】
　この実施形態では、胎児画像の不明瞭領域を不明瞭領域特定部１４１が特定するように
構成されている。それにより不明瞭領域を特定する処理を自動化でき、操作性の向上、ス
ループットの向上などを図ることが可能となる。
【００８３】
　胎児画像と記憶画像との間における画像寸法の調整を自動で行うことにより、操作性や
スループットの向上を図ることが可能である。その場合、当該胎児に対して実施されたサ
イズ計測の結果が記憶部１０にあらかじめ記憶される。更に、合成処理部１４は、このサ
イズ計測の結果に基づいて胎児画像と記憶画像との間における画像寸法の調整を行う画像
寸法調整部１４２を有する。そして、画像合成部１４は、画像寸法の調整がなされた胎児
画像と記憶画像とを合成することで合成画像を生成する。
【００８４】
　合成処理部１４に、胎児画像の形態の変化に基づいて胎児画像と記憶画像との位置関係
を調整する位置関係調整部１４３を設け、位置関係の調整がなされた胎児画像と記憶画像
とを合成するように構成することも可能である。それにより、胎児画像の形態が変化する
画像である場合に、その形態変化に応じて合成画像の形態を自動で変化させることができ
る。たとえば、胎児画像が時系列画像である場合に、胎児画像の時系列の変化（つまり胎
児の動き）に追従するように合成画像の形態を時系列的に変化させることができる。また
、胎児画像の位置や向き、サイズが任意に変化されたときに、その変化に追従するように
合成画像の形態を変化させることができる。
【００８５】
　この実施形態では、記憶画像の例として衣類画像と身体部位画像を適用したが、記憶画
像は任意の画像であってよい。記憶画像が身体部位画像である場合、合成処理部１４は、
胎児画像が描出している一の身体部位と、身体部位画像が描出している他の身体部位との
位置関係に基づいて、胎児画像と身体部位画像とを合成することができる。
【００８６】
〈第２の実施形態〉
　身体部位画像を作成することが可能な実施形態を説明する。この実施形態に係る超音波
診断装置の構成例を図５に示す。
【００８７】
　この超音波診断装置は、第１の実施形態と同様の構成を有する（図１及び図２を参照）
。特に、この超音波診断装置の制御系及び情報処理系は、図５に示すように、表示部７、
制御部８、操作部９、記憶部１０、及び情報処理部１１を含んでいる。この構成は第１の
実施形態とほぼ同様であるが、制御部８に記憶制御部８１が設けられている点、そして情
報処理部１１に画像領域抽出部１５が設けられている点において異なる。なお、これら相



(14) JP 2014-18618 A 2014.2.3

10

20

30

40

50

違点以外の部分については第１の実施形態と同様であるから、その詳細説明は割愛する。
【００８８】
（画像領域抽出部１５）
　画像領域抽出部１５は、胎児画像において所定の身体部位を描出した画像領域を抽出す
る。抽出対象となる画像領域は、手動又は自動で指定される。
【００８９】
　手動で指定する場合の例として、胎児画像を表示部７に表示させ、この表示画像中の所
望の画像領域を操作部９を用いて指定できるように構成できる。また、所望の身体部位の
種別（頭、顔、胸、腹、腕、足等）を手動で指定可能とし、指定された種別の身体部位に
相当する画像領域を画像領域抽出部１５が特定するように構成することもできる。
【００９０】
　自動で指定する場合の例として、画像領域抽出部１５が胎児画像を解析することで、所
定の身体部位に相当する画像領域を特定することが可能である。この場合、胎児画像にお
いて明瞭に描出されている画像領域を特定するように構成できる。この画像領域を特定す
る処理は、第１の実施形態で説明した不明瞭領域を特定する処理と同様にして行うことが
できる。
【００９１】
（記憶制御部８１）
　記憶制御部８１は、画像領域抽出部１５により抽出された画像領域を身体部位画像とし
て記憶部１０に記憶させる。このとき、身体部位画像に対し、その身体部位の識別情報を
関連付けて記憶させることができる。この識別情報は、手動で指定された身体部位の種別
に基づいて、又は画像領域抽出部１５により特定された身体部位の種別に基づいて、生成
される。
【００９２】
　この実施形態の超音波診断装置によれば、身体部位画像を生成することが可能である。
また、胎児画像において明瞭に描出されている部分を抽出して身体部位画像を生成するこ
とができる。また、異なる身体部位に相当する複数の身体部位画像を生成して記憶してお
き、これら身体部位画像（及び新たな胎児画像）を合成することにより、胎児の身体の広
い範囲を描出する合成画像を生成することが可能である。
【００９３】
〈第３の実施形態〉
　この実施形態では、合成対象である衣類画像が示す衣類を購入することが可能な構成に
ついて説明する。この実施形態の超音波診断装置の構成例を図６に示す。なお、図６には
、超音波診断装置の構成のうち第１の実施形態の図２に相当する部分のみが示されている
。
【００９４】
　この超音波診断装置は、ネットワーク（インターネット等）Ｎを介してサーバ１００と
通信可能である。通信に関する動作は通信部１６により実行される。通信部１６は、通信
回線の種別に応じた構成を有するものであり、モデムやＬＡＮカード等の通信デバイスか
らなる。通信部１６は、制御部８の通信制御部８２の制御を受けて動作する。
【００９５】
　サーバ１００は、ネットワークＮを介して衣類の販売サービスを提供するコンピュータ
である。サーバ１００には、記憶部１０１が設けられている。記憶部１０１には、様々な
種類の衣類画像が記憶されている。サーバ１００は、これら衣類画像が呈示されたウェブ
サイトをクライアント端末に提供する。なお、超音波診断装置や患者が所有する端末がク
ライアント端末に相当する。この実施形態では、超音波診断装置の表示部７にウェブサイ
トが表示されるものとする。超音波診断装置とサーバ１００との間の通信の確立は、たと
えば画像合成処理を行うためのアプリケーションの起動時に行われる。
【００９６】
　ユーザ（妊婦、親族、医師等）は、たとえば合成画像及びウェブサイトを参照し、操作
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部９を操作して所望の衣類を選択する。衣類の選択は、たとえば、ウェブサイト内に設け
られているソフトウェアキーを操作（クリック等）することにより行われる。なお、この
ソフトウェアキーの操作がそのまま購入要求操作となるように構成することもできるし、
このソフトウェアキーの操作が購入希望商品リストへの追加操作となるように構成するこ
ともできる。後者の場合、購入希望商品リストに記載された商品の再確認を行ったのちに
更なる購入要求操作を行う。このように、操作部９は、衣類の購入要求を受け付ける受付
部として機能する。
【００９７】
　衣類の選択（購入要求操作）がなされると、通信制御部８２は、この購入要求をネット
ワークＮを介してサーバ１００に送信する。このとき、あらかじめ入力された妊婦やその
親族の情報（氏名、商品の届け先等）をともに送信するようにしてもよい。また、この情
報が事前にサーバ１００に登録されている場合には、その登録時等に発行された顧客識別
情報が購入要求とともに送信される。これら情報は、購入要求の付帯情報である。また、
購入情報には、選択された衣類の識別情報が含まれている。
【００９８】
　サーバ１００は、購入要求及びその付帯情報を受信すると、当該顧客が当該商品の購入
を指示した旨の情報を生成して登録する。サーバ１００の管理会社は、この登録情報を参
照して商品を発送することとなる。また、この情報の登録に対応して、購入要求を受け付
けた旨を妊婦等の端末に通知するようにしてもよい。
【００９９】
　この実施形態に係る動作について説明する。図７にその動作例を示す。なお、妊婦等の
識別情報は任意のタイミングで入力されるものとする。
【０１００】
（Ｓ２１：アプリケーションを起動する）
　所定の操作を行なって、画像合成処理を行うためのアプリケーションを起動する。
【０１０１】
（Ｓ２２：ウェブサイトを表示する）
　通信制御部８２は、アプリケーションの起動を受け、通信部１６を制御してサーバ１０
０との間の通信を確立させる。サーバ１００は、初期ページ（トップページ、当該顧客に
割り当てられたページ等）を表示させるための情報を超音波診断装置に送る。制御部８は
、この情報に基づいて初期ページを表示部７に表示させる。
【０１０２】
（Ｓ２３：合成画像を表示する）
　また、ステップ２２に前後して、又はステップ２２と並行して、第１の実施形態で説明
した処理を実行することにより、表示部７に合成画像が表示される。
【０１０３】
（Ｓ２４：衣類を選択する）
　妊婦等は、所定の操作を行なうことにより、所望の衣類を選択する。
【０１０４】
（Ｓ２５：購入要求を送信する）
　通信制御部８２は、ステップ２４での選択結果（購入要求）と付帯情報をサーバ１００
に送信する。
【０１０５】
（Ｓ２６：購入要求を受け付ける）
　サーバ１００は、購入要求及び付帯情報を受信し、当該顧客が当該商品の購入を指示し
た旨の情報を生成して登録する。以上で、この動作例は終了となる。
【０１０６】
　この実施形態によれば、衣類の購入を容易化することが可能である。また、合成画像等
を参照して着用した状態を確認することができる。
【０１０７】
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〈第４の実施形態〉
　この実施形態では、合成対象である衣類画像が示す衣類を購入するための他の例を説明
する。この実施形態の超音波診断装置の構成例を図８に示す。なお、図８には、超音波診
断装置の構成のうち第１の実施形態の図２に相当する部分のみが示されている。
【０１０８】
　第３の実施形態と同様に、操作部９は、ユーザによる所望の衣類の購入要求の受け付け
に用いられる。
【０１０９】
　制御部８には符号情報提供部８３が設けられている。符号情報提供部８３は、操作部９
により受け付けられた購入要求に基づいて、この衣服に対応する符号情報を提供する。符
号情報の形態及びその提供形態は任意である。以下にその一例を挙げる。
【０１１０】
　符号情報提供部８３は、選択された衣服に対応する符号情報（２次元バーコード等）を
表示部７に表示させることができる。その場合、衣服と符号情報とが対応付けられた情報
をあらかじめ記憶しておく。この対応情報は、超音波診断装置やサーバに記憶されている
。符号情報提供部８３は、この対応情報を参照することで、選択された衣服に対応する符
号情報を特定して表示させる。
【０１１１】
　また、符号情報提供部８３は、選択された衣服に対応する符号情報を妊婦等が所有する
端末に送信することができる。符号情報の特定は上記と同様である。また、送信先端末の
アドレス情報がたとえば記憶部１０にあらかじめ記憶されており、このアドレス情報に基
づいて、特定された符号情報を送信する。なお、近距離無線通信を用いて符号情報を送信
することも可能である。
【０１１２】
　また、超音波診断装置に印刷機器が接続されている場合、特定された符号情報を印刷出
力することが可能である。
【０１１３】
　この実施形態に係る動作について説明する。図９にその動作例を示す。なお、符号情報
の提供先を示す情報は任意のタイミングで入力されるものとする。
【０１１４】
（Ｓ３１：合成画像を表示する）
　超音波診断装置は、第１の実施形態で説明した処理を実行することにより、表示部７に
合成画像を表示する。
【０１１５】
（Ｓ３２：衣類を選択する）
　妊婦等は、所定の操作を行なうことにより、所望の衣類を選択する。
【０１１６】
（Ｓ３３：符号情報を特定する）
　符号情報提供部８３は、ステップ３２で選択された衣類に対応する符号情報を特定する
。
【０１１７】
（Ｓ３４：符号情報を提供する）
　符号情報提供部８３は、ステップ３３で特定された符号情報を所定の形態で提供する。
以上で、この動作例は終了となる。
【０１１８】
　なお、妊婦等は、提供を受けた符号情報を利用して衣類の購入要求を行う。購入要求は
、たとえば第３の実施形態と同様のサーバを用いて受け付けられる。具体例として、符号
情報を表示部７に表示させた場合、妊婦等は、表示された符号情報を自身の携帯端末で撮
影する。携帯端末は、この符号情報に基づいてサーバとの間の通信を確立し、たとえば当
該衣類の購入ページを表示する。妊婦等は所定の操作を行うことにより購入要求を行う。
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【０１１９】
　この実施形態によれば、衣類の購入を容易化することが可能である。また、合成画像等
を参照して着用した状態を確認することができる。
【０１２０】
　この発明の実施形態を説明したが、上記の実施形態は例として提示したものであり、発
明の範囲を限定することを意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形
態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換
え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれ
るとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１２１】
１　超音波プローブ
２　送信部
３　受信部
４　信号処理部
５　画像生成部
６　表示制御部
７　表示部
８　制御部
８１　記憶制御部
８２　通信制御部
８３　符号情報提供部
９　操作部
１０　記憶部
１１　情報処理部
１２　計測部
１３　画像変化特定部
１４　合成処理部
１４１　不明瞭領域特定部
１４２　画像寸法調整部
１４３　位置関係調整部
１５　画像領域抽出部
１００　サーバ
１０１　記憶部
Ｎ　ネットワーク
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